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した。また、ネットワークシステム構築に伴う保守やアウトソーシングサー

ビスが一般企業、通信事業者向けともに増加いたしました。 

 連結売上高につきましては、受注同様の要因により、2,136億72百万円

（前期比7.6％増）となりました。 

 連結営業利益につきましては、連結売上高の増加および原価低減活動等の

推進により原価率が改善したことから、60億56百万円（前期比25.9％増）、

連結経常利益につきましては、59億82百万円（前期比25.9％増）となりまし

た。連結当期純利益につきましては、26億９百万円（前期比113.5％増）と

なりましたが、これは経常利益の改善および前期に特別損失として計上して

いた退職給付会計基準変更時差異（21億38百万円）が、平成17年３月期にて

５年間の償却処理が終了したことなどによるものであります。 

 事業の種類別セグメントにつきましては以下のとおりであります。 

（ネットワークインテグレーション・サポートサービス事業） 当連結会計

年度の受注高は1,184億10百万円（前期比31.5％増）、売上高は1,169億97百

万円（前期比36.4％増）となりました。受注高が前期比31.5％、金額にして

283億30百万円増加している主な要因は、一般企業向けの新規ネットワーク

システム（ＶｏＩＰ対応のシステムなど）や既存システムの見直し案件が堅

調であったこと、またこれに伴いネットワークの運用やアウトソーシングな

どのサポートサービス分野が国内の一般企業や通信事業者のほか、海外の通

信事業者において堅調であったことによるものであります。さらに、平成17

年６月１日に当社の連結子会社となった東洋ネットワークシステムズ株式会

社において、新札対応需要が継続したことに伴い券売機関連が堅調であった

ほか、貨幣処理応用システム関連の新商品が好調であったことなどによるも

のであります。売上高が前期比36.4％、金額にして312億11百万円増加して

いる主な要因は、受注と同様、一般企業向けのネットワークシステム構築や、

その運用・保守等のサポートサービスが増加したこと、東洋ネットワークシ

ステムズ株式会社の業績が堅調であったことによるものであります。 

（通信工事事業） 当連結会計年度の受注高は684億62百万円（前期比9.6％

減）、売上高は637億65百万円（前期比9.4％減）となりました。受注高が前

期比9.6％、金額にして72億41百万円減少している主な要因は、移動体通信

事業者向けの基地局構築や地方自治体向けの地域情報ネットワーク構築など

が増加したものの、ＣＡＴＶを含む放送事業者向けの放送システム構築や海

外向けの受注が前年同期に受注した大型プロジェクトの反動で減少したこと

等によるものであります。売上高が前期比9.4％、金額にして66億39百万円

減少している主な要因は、受注と同様に移動体基地局構築が増加した一方、

前期に受注したＣＡＴＶ事業者向けの大型物件の反動減によるものでありま

す。 
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（機器等販売事業） 当連結会計年度の受注高は365億10百万円（前期比

12.4％減）、売上高は329億９百万円（前期比22.4％減）となりました。 

受注高が前期比12.4％、金額にして51億65百万円減少している主な要因は、

金融業向けの新札対応のための情報端末機器の需要が一巡したことなどによ

るものであります。売上高が前期比22.4％、金額にして95億25百万円減少し

ている主な要因は、受注高とほぼ同様の要因によるものであります。 

 

(2) 企業集団の対処すべき課題 

 今後の見通しにつきましては、わが国経済は引き続き緩やかな回復が継続

するものと思われますが、先行きにつきましては、原油価格の高騰や金利の

上昇などの影響が懸念されます。 

 当社グループの事業領域においては、国内民需につきましては、通信事業

者や一般企業のネットワーク関連投資は引き続き堅調に推移するものと予想

されますが、地方企業のネットワーク関連投資の遅れや一部の通信事業者や

金融機関、ＣＡＴＶ事業者などで大型投資が一巡した影響のほか、一層競争

環境が激化するものと見込まれます。また、移動体通信市場への新規参入事

業者の動向につきましては、なお不透明な状況であります。 

 このような事業環境に対応すべく当社グループといたしましては、市場対

応力、競争力の強化を図り、拡大が見込まれるネットワーク事業領域におい

て事業の更なる発展を目指してまいります。具体的には、ネットワークイン

テグレーション・サポートサービス事業領域におきましては、民需マーケッ

トを中心としたＩＰネットワーク関連事業を積極的に展開してまいります。

また、東洋ネットワークシステムズ株式会社およびＮＥＣテレネットワーク

ス株式会社の連結子会社化により、両社の有するノウハウ、技術、マーケッ

ト、人材等と、当社の特徴であるシステムインテグレーション力、ソフト

ウェア開発力、全国営業力、全国保守力を有機的に連携し、シナジー効果を

最大限に発揮することにより、ネットワークインテグレーション・サポート

サービス事業領域における競争力をより一層強化すると同時に、事業の効率

化を図り、グループ全体の収益拡大、事業の更なる発展を目指してまいりま

す。通信工事事業領域におきましては、引き続き原価低減を推進するととも

に、マネジメント力を含めたプロジェクト対応力の強化や工事品質の更なる

改善を図ってまいります。 

 加えて、厳しい競争環境に対応するため、総合コスト改革の取り組みを強

化するとともに、人的効率の向上や経費の効率化の推進によるコスト競争力

の一層の強化に努める所存であります。 

 株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援、ご鞭撻を賜り

ますようお願い申しあげます。 
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(3) 企業集団および当社の営業成績および財産の状況の推移 

① 企業集団の営業成績および財産の状況の推移 

区 分 
平成14年度 
第 71 期 

平成15年度
第 72 期

平成16年度
第 73 期

平成1 7年度 
第74期(当期) 

受 注 高(百万円) 203,038 196,123 207,460 223,383 

売 上 高(百万円) 202,419 194,012 198,625 213,672 

経 常 利 益(百万円) 4,745 4,376 4,750 5,982 

当 期 純 利 益(百万円) 1,512 500 1,222 2,609 

１株当たり当期純利益 (円) 33.93 10.87 28.24 60.56 

総 資 産(百万円) 116,289 118,416 123,935 134,911 

純 資 産(百万円) 51,822 50,971 51,704 54,017 

 

② 当社の営業成績および財産の状況の推移 

区 分 
平成14年度 
第 71 期 

平成15年度
第 72 期

平成16年度
第 73 期

平成1 7年度 
第74期(当期) 

受 注 高(百万円) 193,693 190,555 201,697 200,932 

売 上 高(百万円) 193,792 188,403 192,447 191,135 

経 常 利 益(百万円) 4,910 4,210 4,406 5,035 

当 期 純 利 益(百万円) 1,041 455 1,121 2,167 

１株当たり当期純利益 (円) 23.00 9.80 25.85 50.58 

総 資 産(百万円) 113,102 115,923 121,627 124,734 

純 資 産(百万円) 50,939 50,072 50,738 52,332 
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(3) 株式の状況 

① 会社が発行する株式の総数 100,000,000株 

② 発行済株式の総数 43,069,207株 

③ １単元の株式数 100株 

④ 株 主 数 13,752名 

⑤ 大 株 主 

株 主 名 
当 社 へ の 出 資 状 況
持株数(議決権比率)

当社の大株主への出資状況 
持 株 数 ( 出 資 比 率 ) 

 千株 （  ％） 千株 （  ％） 

日 本 電 気 株 式 会 社 11,291 （27.07） － （ － ） 

日本トラスティ・サービス信託銀行 
株式会社（住友信託銀行再信託分・ 
日本電気株式会社 退職給付信託口） 

6,400 （15.34） － （ － ） 

日本トラスティ・サービス信託銀行 
株 式 会 社（  信  託  口  ） 5,065 （12.14） － （ － ） 

日本マスタートラスト信託銀行 
株 式 会 社（  信  託  口  ） 2,547 （ 6.11） － （ － ） 

住 友 不 動 産 株 式 会 社 1,200 （ 2.88） － （ － ） 

ＮＥＣネッツエスアイ従業員持株会 819 （ 1.97） － （ － ） 

資産管理サービス信託銀行株式会社 
（ 信 託 Ａ 口 ） 540 （ 1.30） － （ － ） 

資産管理サービス信託銀行株式会社 
（ 信 託 Ｂ 口 ） 465 （ 1.12） － （ － ） 

シービーエヌワイ デイエフエイ 
インターナショナル  キャップ 
バ リ ュ ー  ポ ー ト フ ォ リ オ 

441 （ 1.06） － （ － ） 

ステート  ストリート  バンク 
アンド  トラスト  カンパニー 
５０５０１９ 

440 （ 1.06） － （ － ） 

（注）当社は、自己株式1,115,407株（実質的に保有していない株式200株を含む）を保有してお

りますが、上記の大株主から除いております。 
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(4) 企業集団の従業員の状況 

  ① 企業集団の従業員の状況 

事業の種類別セグメントの名称 従 業 員 数 前期末比増減 

 名 名 

ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ･ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ事業   

通信工事事業 4,739 701 

機器等販売事業   

全社共通 158 △ 3 

合   計 4,897 698 

（注）１．従業員数は就業人員であります。 

２．当社グループは、事業の種類ごとの経営組織体系を有しておらず、同一の部門が複数 

  の事業の種類に従事しております。 
 

  ② 当社の従業員の状況 

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 令 平均勤続年数 

2,913 36 39.1 13.9 

（注）従業員数は就業人員であります。 

 

(5) 主な借入先 

借 入 先 借入金残高
借入先が有する
当社株式の数

議決権比率 

 百万円 千株 ％ 

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,750  －  － 

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 2,000  161 0.39 

住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,850   0 0.00 

第 一 生 命 保 険 相 互 会 社 1,000  40 0.10 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 650  －  － 

 

(6) 自己株式の取得、処分等および保有 

① 取得株式 

    普通株式 9,160株 

    取得価額の総額 11,537千円 

② 処分株式 

    普通株式 868株 

    処分価額の総額 1,047千円 

③ 決算期における保有株式 

    普通株式 1,115,207株 

名 名 才 年 
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(7) 企業結合の状況 

① 親会社との関係 

会  社  名 
当 社 株 式 の
議 決 権 比 率 関 係 内 容 

日 本 電 気 株 式 会 社 42.41％ 

当社は同社に対して、ネットワークソ
リューション領域を中心としたトータルシ
ステムの提供ならびに保守、ネットワーク
運用・監視、アウトソーシング等のサポー
トサービスを提供しております。 

（注）１．日本電気株式会社は財務諸表等規則による親会社であります。上記の議決権比率は、

日本電気株式会社が退職給付信託として、日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社 退職給付信託口）に拠出してい

る当社株式 6,400千株を含んで算出しております。 

２．日本電気株式会社との取引高は以下のとおりであります。 

 売上高      58,220百万円 

 仕入高      44,739百万円 

 

② 子法人等の状況 

会  社  名 資 本 金 当 社 の
議決権比率 主要な事業内容 

ＮＥＣネッツエスアイ・ 
エンジニアリング株式会社 

百 万 円

50 
        ％ 

    100 
ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ･ｻﾎﾟｰﾄ
ｻｰﾋﾞｽ事業 

ＮＥＣネッツエスアイ・ 
サ ー ビ ス 株 式 会 社 

百 万 円

60 
        ％ 

    100 
ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ･ｻﾎﾟｰﾄ
ｻｰﾋﾞｽ事業 

株式会社ネシックアセレント 
百 万 円

20 
        ％ 

    100 通信工事事業 

東 洋 ネ ッ ト ワ ー ク 
シ ス テ ム ズ 株 式 会 社 

百 万 円

400 
        ％ 

   100 
ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ･ｻﾎﾟｰﾄ
ｻｰﾋﾞｽ事業 

トーヨーアルファネット 
株 式 会 社 

百 万 円

20 
        ％ 

   100 
ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ･ｻﾎﾟｰﾄ
ｻｰﾋﾞｽ事業 

NESIC BRASIL S／A 
千レアル

10,186 
        ％ 

  72.82 
ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ･ｻﾎﾟｰﾄ
ｻｰﾋﾞｽ事業 

NESIC (Thailand) Ltd. 
百万バーツ

20 
        ％ 

  49.00 通信工事事業 

NESIC PHILIPPINES, INC. 
百万ペソ

50 
        ％ 

    100 通信工事事業 

P.T. NESIC BUKAKA 
百万ルピア

2,067 
        ％ 

  60.00 通信工事事業 

耐希克（广州）有限公司 
千  元

6,624 
        ％ 

    100 
ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ･ｻﾎﾟｰﾄ
ｻｰﾋﾞｽ事業 

TNS Europe GmbH 
千ユーロ

50 
        ％ 

    100 
ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ･ｻﾎﾟｰﾄ
ｻｰﾋﾞｽ事業 
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(4) 株式交換に際して割当交付する株式 

 当社は、株式交換に際して、株式交換の日の前日における最終のＮＥＣテ

レネットワークス株式会社の株主名簿に記載された株主（日本電気株式会

社）に対し、その所有するＮＥＣテレネットワークス株式会社の普通株式１

株につき、当社の普通株式26.051株の割合をもって割当交付を行いました。 

 割当交付する株式は当社が有する自己株式のうちの1,110,700株に加え、

新規に発行する普通株式6,704,600株（合計7,815,300株）により行いました。 
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連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子法人等の数………………11社 

(2) 連結子法人等の名称……………ＮＥＣネッツエスアイ・エンジニアリング㈱ 

ＮＥＣネッツエスアイ・サービス㈱ 

㈱ネシックアセレント 

東洋ネットワークシステムズ㈱ 

トーヨーアルファネット㈱ 

NESIC BRASIL S/A 

NESIC (Thailand) Ltd. 

NESIC PHILIPPINES,INC. 

P.T.NESIC BUKAKA 

耐希克（广州）有限公司 

TNS Europe GmbH 

1.東洋ネットワークシステムズ株式会社は、平成17年６月の株式取得に伴い、同

社の子会社であるトーヨーアルファネット株式会社とともに、当連結会計年度

より連結の範囲に含めております。 

2.日本電気システム建設エンジニアリング株式会社はＮＥＣネッツエスアイ・エ

ンジニアリング株式会社に、日本電気システム建設メディアサービス株式会社

はＮＥＣネッツエスアイ・サービス株式会社にそれぞれ商号変更しております。 

3.東洋ネットワークシステムズ株式会社の子会社であるTNS Europe GmbHは、平成

17年10月の設立に伴い、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。 

(3) 非連結子法人等の名称…………NESIC CHILE S.A. 

（連結の範囲から除いた理由） 

営業規模が小さく、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子法人等の数………………なし 

(2) 持分法を適用しない非連結子法人等の名称…………NESIC CHILE S.A. 

（持分法を適用しない理由） 

当期純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用

から除外しております。 

３．重要な資産の評価基準および評価方法 

 (1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの………………………決算末日の市場価格等に基づく時価法 

評価差額については、全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定しております。 

時価のないもの………………………移動平均法による原価法 

投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取

り込む方法によっております。 

 (2) たな卸資産 

機器及び材料 

機 器…………………………………移動平均法による原価法 

主材料…………………………………移動平均法による原価法 

副材料…………………………………総平均法による原価法 

貯蔵品…………………………………最終仕入原価法 

仕 掛 品………………………………個別法による原価法 



 

－  － 
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４．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産…………主として定率法を採用しており、一部の貸与資産ならびに一部の在外連結子会社について

は、定額法を採用しております。 

(2) ソフトウェア…………市場販売目的のソフトウェアについては、見込有効年数（３年以内）における見込販売数

量に基づく方法、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間

（５年以内）に基づく定額法によっております。 

５．重要な引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金……………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、主として一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

(2) 退職給付引当金………従業員等の退職給付に備えるため、主として当連結会計年度末における退職給付債務およ

び年金資産の見込額に基づき計上しております。過去勤務債務の額の処理については、発

生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異の処理については、発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第３号 

平成17年３月16日）および「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第７号 平成17年３月16日）を適用しております。これによる損

益に与える影響はありません。 

(3) 役員退職慰労引当金…役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上してお

ります。なお、役員退職慰労引当金は、商法施行規則第43条に規定する引当金であります。 

(4) 受注損失引当金………受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見

込額を計上しております。なお、受注損失引当金は、商法施行規則第43条に規定する引当金

であります。 

（追加情報） 

手持受注契約のうち当連結会計年度末で損失の発生が見込まれる受注契約が発生したため、

当連結会計年度より損失が見込まれる受注契約に係る損失見込額を引当計上しております。 

この結果、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益がそれぞれ24百万円少なく

計上されております。 

６．収益の計上基準…………売上高の計上は引渡し基準によっておりますが、当社でのシステムインテグレーション事業

（契約金額１億円以上）については進行基準、在外連結子法人等（一部を除く）での工事に

ついては工事進行基準により計上しております。 

７．リース取引の処理方法…リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、一部の在外連結子

法人等については、通常の売買取引に準じた会計処理を行っております。 

８．ヘッジ会計の方法………原則として、繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている為

替予約については、振当処理を採用しております。 

９．消費税等に相当する額の会計処理………………税抜方式によっております。 

10．連結子法人等の資産および負債の評価の方法…全面時価評価法によっております。 

11．連結調整勘定の償却の方法および期間…………連結調整勘定の償却については、その個別案件ごとに判断し、20年以

内の合理的な年数で均等償却しております。 

12．利益処分項目等の取扱いに関する事項…………連結会計年度中に確定した利益処分または損失処理に基づいており 

ます。 

13．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 



 

－  － 
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（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成14年８月９日））および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日）を適用しております。なお、同会計基準および適用指針適用に伴う損益への影響はありませ

ん。 

（追加情報） 

保守用備品については、従来「工具器具及び備品」に計上しておりましたが、ネットワークインテグレーション・サ

ポートサービス事業の拡大に伴い、金額的重要性が増したことにより、「たな卸資産」に計上することとし、当連結会

計年度より「たな卸資産」に振替を行っております。 

振替を行った資産 

「工具器具及び備品」 1,750百万円 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．担 保 に 供 し て い る 資 産 な し 

２．有形固定資産の減価償却累計額 8,971百万円 

３．保 証 債 務 236百万円 

（連結損益計算書関係） 

１．１株当たり当期純利益 60円56銭 

２．「固定資産売却損」の内訳 土地  154百万円 

３．「たな卸資産整理損失」は、市場および技術の急激な変化により陳腐化したたな卸資産を一括整理したものであ

ります。 

 

（重要な後発事象） 

当社は、サポートサービス事業全体の効率化、ネットワークインテグレーション事業分野の拡大と成長を目的として、

平成17年12月15日付けで、ＮＥＣテレネットワークス株式会社が当社の完全子会社となる株式交換契約を締結し、平

成18年４月１日に株式交換を行いました。 

１．株式交換の内容 

当社を完全親会社とし、ＮＥＣテレネットワークス株式会社を完全子会社といたしました。 

２．株式交換の方法 

商法第352条ないし商法第363条に定める方法により株式交換を行いました。 

３．株式交換の日 

平成18年４月１日 

４．株式交換に際して割当交付する株式 

当社は、株式交換に際して、株式交換の日の前日における最終のＮＥＣテレネットワークス株式会社の株主名簿

に記載された株主（日本電気株式会社）に対し、その所有するＮＥＣテレネットワークス株式会社の普通株式１

株につき、当社の普通株式26.051株の割合をもって割当交付を行いました。割当交付する株式は当社が有する自

己株式のうちの1,110,700株に加え、新規に発行する普通株式6,704,600株（合計7,815,300株）により行いまし

た。 

 











 

－  － 
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重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準および評価方法 

子会社株式…………………………………移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの………………………決算末日の市場価格等に基づく時価法 

評価差額については、全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定しております。 

時価のないもの………………………移動平均法による原価法 

投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。 

２．たな卸資産の評価基準および評価方法 

機器及び材料 

機 器…………………………………移動平均法による原価法 

主材料…………………………………移動平均法による原価法 

副材料…………………………………総平均法による原価法 

貯蔵品…………………………………最終仕入原価法 

仕 掛 品………………………………個別法による原価法 

３．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産…………主として定率法を採用しており、一部の貸与資産については、定額法を採用しております。 

ソフトウェア…………市場販売目的のソフトウェアについては、見込有効年数（３年以内）における見込販売数

量に基づく方法、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間

（５年以内）に基づく定額法によっております。 

４．引当金の計上基準 

貸倒引当金……………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

退職給付引当金………従業員等の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額

に基づき計上しております。過去勤務債務の額の処理については、発生時の従業員の平均

残存勤務期間による定額法により按分した額を費用処理しております。数理計算上の差異

の処理については、発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌期から費用処理しております。 

（会計方針の変更） 

当期より「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第３号 平成17年３

月16日）および「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第７号 平成17年３月16日）を適用しております。これによる損益に与える

影響はありません。 

役員退職慰労引当金…役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

なお、役員退職慰労引当金は、商法施行規則第43条に規定する引当金であります。 

受注損失引当金………受注契約に係る将来の損失に備えるため、当期末における受注契約に係る損失見込額を計上

しております。なお、受注損失引当金は、商法施行規則第43条に規定する引当金であります。 

（追加情報） 

手持受注契約のうち当期末で損失の発生が見込まれる受注契約が発生したため、当期より

損失が見込まれる受注契約に係る損失見込額を引当計上しております。この結果、営業利

益、経常利益および税引前当期純利益がそれぞれ24百万円少なく計上されております。 

５．収益の計上基準…………売上高の計上は引渡し基準によっておりますが、当社でのシステムインテグレーション事

業（契約金額１億円以上）については進行基準により計上しております。 

６．リース取引の処理方法…リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

７．ヘッジ会計の方法………原則として、繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている為

替予約については、振当処理を採用しております。 

８．消費税等に相当する額の会計処理…税抜方式によっております。 

９．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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（会計方針の変更） 

当期より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）を適用しております。なお、同会計基準および適用指針適用に伴う損益への影響はありません。 

（追加情報） 

保守用備品については、従来「仕掛品」、「工具器具・備品」に計上しておりましたが、ネットワークインテグレー

ション・サポートサービス事業の拡大に伴い、金額的重要性が増したことにより、「機器及び材料」に計上することと

し、当期より「機器及び材料」に振替を行っております。 

振替を行った資産 

「仕掛品」 799百万円 

「工具器具・備品」 1,750百万円 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．子会社に対する短期金銭債権 168百万円 

子会社に対する短期金銭債務 4,205百万円 

２．担 保 に 供 し て い る 資 産 な し 

３．有形固定資産の減価償却累計額 6,484百万円 

４．子会社株式（4,285百万円）は、投資有価証券に含め表示しております。 

５．保 証 債 務 236百万円 

６．受取手形割引高・裏書譲渡高 な し 

７．貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している営業用車輌・事務用電子計算機一式およ

び通信用交換機等があります。 

８．商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額は、150百万円であります。 

（損益計算書関係） 

１．子会社との取引高 

売   上   高 135百万円 

仕   入   高 11,935百万円 

営業取引以外の取引高 14百万円 

２．１株当たり当期純利益 50円58銭 

３．「固定資産売却損」の内訳 土地 154百万円 

４．「たな卸資産整理損失」は、市場および技術の急激な変化により陳腐化したたな卸資産を一括整理したもので

あります。 
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2. 変更の内容 

 変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します。）
 現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総  則 第１章 総  則 

  

（目 的） （目 的） 

第２条 本会社は、次の業務を営むことを

目的とする。 

第２条 本会社は、次の業務を営むことを

目的とする。 

（新  設） (1) 情報通信ネットワークシステム

の企画、構築、調整、検査及び

保守 

１．各種電気通信設備、電子機器設

備、電気設備及びこれらの付帯

設備の建設、保守及び修理加工

(2) 

２．土木、建築、その他工作物の建

設、保守及び修理加工 

(3) 

    （現行どおり） 

３．医療機器の製造、販売、賃貸及

び修理 

(4) 

４．前各号に関連する機材、機器、

ソフトウェアの製作、販売及び

賃貸 

(5) 

５．前各号に関連する調査、計画、

設計、監督、技術指導、技術協

力及び運営 

(6) 前各号に関連する調査、計画、

設計、監督、技術指導、技術協

力、教育訓練及び運営 

６．情報通信サービス及び情報提供

サービス業務 

(7) 

７．労働者派遣事業 (8)   （現行どおり） 

８．前各号に付帯する一切の業務 (9) 

９．前各号に定めた業務で他人の経

営に属するものに対する投資 

(10) 



 

－  － 
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 （機 関） 

（新  設） 第４条 本会社は、株主総会及び取締役の

ほか、次の機関を置く。 

 (1) 取締役会 

 (2) 監査役 

 (3) 監査役会 

 (4) 会計監査人 

  

（公告の方法） （公告方法） 

第４条 本会社の公告は、日本経済新聞に

これを掲載する。 

第５条 本会社の公告方法は、電子公告と

する。但し、事故その他やむを得

ない事由によって電子公告による

公告をすることができない場合

は、日本経済新聞に掲載して行

う。 

  

第２章 株  式 第２章 株  式 

  

（発行する株式の総数） （発行可能株式総数） 

第５条 本会社が発行する株式の総数は、

１億株とする。 

第６条 本会社の発行可能株式総数は、１

億株とする。 

  

 （株券の発行） 

（新  設） 第７条 本会社は、株式に係る株券を発行

する。 

  

（自己株式の取得）  

第６条 本会社は、商法第211条ノ３第１

項第２号の規定により、取締役会

の決議をもって自己株式を買受け

ることができる。 

（削  除） 



 

－  － 
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（１単元の株式の数及び単元未満株券の不

発行） 

（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 

第７条 本会社の１単元の株式の数は、

100株とする。 

第８条 本会社の単元株式数は、100株と

する。 

２．本会社は、１単元の株式の数に満

たない株式（以下「単元未満株

式」という。）の数を表示した株

券を発行しない。 

２．本会社は、前条の規定にかかわら

ず、単元未満株式に係る株券を発

行しない。 

  

 （単元未満株式についての権利） 

（新  設） 第９条 本会社の株主（実質株主を含む。

以下同じ。）は、その有する単元

未満株式について、次に掲げる権

利以外の権利を行使することがで

きない。 

 (1) 会社法第189条第２項各号に掲

げる権利 

 (2) 会社法第166条第１項の規定に

よる請求をする権利 

 (3) 株主の有する株式数に応じて募

集株式の割当て及び募集新株予

約権の割当てを受ける権利 

 (4) 次条に定める請求をする権利 

  

（単元未満株式の買増請求） （単元未満株式の買増請求） 

第８条 本会社の単元未満株式を有する株

主（実質株主を含む。以下同

じ。）は、株式取扱規則に定める

ところにより、その単元未満株式

の数と併せて１単元の株式の数と

なるべき数の株式を売り渡すべき

旨を請求することができる。 

第10条 本会社の株主は、株式取扱規則に

定めるところにより、その有する

単元未満株式の数と併せて単元株

式数となる数の株式を売り渡すこ

とを請求することができる。 



 

－  － 
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（株式の取扱規則） （株式の取扱規則） 

第９条 株券の種類並びに株式の名義書

換、実質株主通知の受理、質権の

登録、信託財産の表示又はこれら

の抹消、株券の再発行、単元未満

株式の買取り及び買増し、その他

株式に関する請求の手続並びに手

数料は、取締役会において定める

株式取扱規則による。 

第11条 本会社の株式に関する取扱い及び

手数料は、法令又は本定款のほ

か、取締役会において定める株式

取扱規則による。 

  

（名義書換代理人） （株主名簿管理人） 

第10条 本会社は、株式について名義書換

代理人を置く。 

第12条 本会社は、株主名簿管理人を置

く。 

２．名義書換代理人及びその事務取扱

場所は、取締役会の決議によって

選定し、これを公告する。 

２．株主名簿管理人及びその事務取扱

場所は、取締役会の決議によって

定め、これを公告する。 

３．本会社の株主名簿（実質株主名簿

を含む。以下同じ。）及び株券喪

失登録簿は、名義書換代理人の事

務取扱場所に備え置き、株式の名

義書換、実質株主通知の受理、単

元未満株式の買取り及び買増し、

その他株式に関する事務は名義書

換代理人に取扱わせ、本会社にお

いてはこれを取扱わない。 

３．本会社の株主名簿（実質株主名簿

を含む。以下同じ。）、新株予約

権原簿及び株券喪失登録簿の作成

並びに備置きその他の株主名簿、

新株予約権原簿及び株券喪失登録

簿に関する事務は、これを株主名

簿管理人に委託し、本会社におい

ては取扱わない。 

  

（基 準 日）  

第11条 本会社は、毎決算期の最終の株主

名簿に記載又は記録された株主を

もって、その決算期に関する定時

株主総会において権利を行使する

ことのできる株主とみなす。 

（削  除） 

２．前項のほか必要があるときは、取

締役会の決議によりあらかじめ公

告して臨時に基準日を定めること

ができる。 

 



 

－  － 
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第３章 株 主 総 会 第３章 株 主 総 会 

  

第12条     （略） 第13条   （現行どおり） 

  

 （定時株主総会の基準日） 

（新  設） 第14条 本会社の定時株主総会の議決権の

基準日は、毎年３月31日とする。 

  

第13条     （略） 第15条   （現行どおり） 

  

 （株主総会参考書類等のインターネット開

示とみなし提供） 

（新  設） 第16条 本会社は、株主総会の招集に際 

し、株主総会参考書類、事業報

告、計算書類及び連結計算書類に

記載又は表示をすべき事項に係る

情報を、法務省令に定めるところ

に従いインターネットを利用する

方法で開示することにより、株主

に対して提供したものとみなすこ

とができる。 

  

（決議の要件） （決議の要件） 

第14条 株主総会の普通決議は、出席株主

の議決権の過半数によりこれを行

う。 

第17条 株主総会の普通決議は、出席した

議決権を行使することができる株

主の議決権の過半数をもって行

う。 

２．商法第343条の規定による株主総

会の決議は、総株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の３分の２以上に

よりこれを行う。 

２．会社法第309条第２項の規定によ

る株主総会の決議は、議決権を行

使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の３分の２以上

をもって行う。 



 

－  － 
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（議決権の代理行使） （議決権の代理行使） 

第15条 株主は、議決権を行使することが

できる本会社の他の株主に委任し

て、その議決権を行使することが

できる。但し、この場合には、代

理権を証する書面を株主総会の開

会前に本会社に提出しなければな

らない。 

第18条 株主は、議決権を行使することが

できる本会社の他の株主１名に委

任して、その議決権を行使するこ

とができる。但し、この場合に

は、代理権を証する書面を株主総

会の開会前に本会社に提出しなけ

ればならない。 

  

（議 事 録）  

第16条 株主総会の議事については、その

経過の要領及び結果を議事録に記

載又は記録し、議長並びに出席し

た取締役がこれに署名又は電子署

名を行う。 

（削  除） 

  

第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会 

  

第17条     （略） 第19条   （現行どおり） 

  

（選任決議） （選任決議） 

第18条 取締役の選任決議は、総株主の議

決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数に

よりこれを行う。 

第20条 取締役の選任決議は、議決権を行

使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもっ

て行う。 

２．    （略） ２．  （現行どおり） 

  

（任 期） （任 期） 

第19条 取締役の任期は、就任後１年内の

最終の決算期に関する定時株主総

会終結の時に満了する。 

第21条 取締役の任期は、選任後１年以内

に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結

の時までとする。 



 

－  － 
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（代表取締役等） （代表取締役等） 

第20条 本会社を代表する取締役は、取締

役会の決議により、これを定め

る。 

第22条 取締役会は、その決議によって代

表取締役を選定する。 

２．    （略） ２．  （現行どおり） 

  

第21条     （略） 第23条   （現行どおり） 

  

 （取締役会の決議の省略） 

（新  設） 第24条 本会社は、会社法第370条の要件

を充たしたときは、取締役会の決

議があったものとみなす。 

  

（報酬及び退職慰労金） （報酬等） 

第22条 取締役の報酬及び退職慰労金は、

株主総会の決議によりこれを定め

る。 

第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務

執行の対価として本会社から受け

る財産上の利益（以下「報酬等」

という。）は、株主総会の決議に

よってこれを定める。 

  

（社外取締役との責任限定契約） （社外取締役との責任限定契約） 

第23条 本会社は、社外取締役との間に、

商法第266条第１項第５号の行為

に関する責任に関して、善意でか

つ重大な過失がない場合は、社外

取締役の本会社に対する賠償責任

を限定する契約を締結することが

できる。但し、当該契約に基づく

賠償責任の限定額は、120万円以

上であらかじめ定めた金額又は法

令に定める金額のいずれか高い額

とする。 

第26条 本会社は、社外取締役との間に、

会社法第427条第１項の規定によ

り、任務を怠ったことによる損害

賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる。但し、当該契約

に基づく賠償責任の限定額は、

120万円以上であらかじめ定めた

金額又は法令に定める金額のいず

れか高い額とする。 

  

第24条     （略） 第27条   （現行どおり） 



 

－  － 
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第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役及び監査役会 

  

（員 数） （員 数） 

第25条 本会社に監査役４名以内を置く。 第28条 本会社に監査役５名以内を置く。 

  

（選任決議） （選任決議） 

第26条 監査役の選任決議は、総株主の議

決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数に

よりこれを行う。 

第29条 監査役の選任決議は、議決権を行

使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもっ

て行う。 

  

（任 期） （任 期） 

第27条 監査役の任期は、就任後４年内の

最終の決算期に関する定時株主総

会終結の時に満了する。 

第30条 監査役の任期は、選任後４年以内

に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結

の時までとする。 

  

（常勤監査役） （常勤監査役） 

第28条 監査役は、その互選により常勤の

監査役を定める。 

第31条 監査役会は、その決議によって常

勤の監査役を選定する。 

  

第29条     （略） 第32条   （現行どおり） 

  

（監査役会の決議方法）  

第30条 監査役会の決議は、法令に別段の

定めがある場合を除くほか、監査

役の過半数によりこれを行う。 

（削  除） 

  

（報酬及び退職慰労金） （報酬等） 

第31条 監査役の報酬及び退職慰労金は、

株主総会の決議によりこれを定め

る。 

第33条 監査役の報酬等は、株主総会の決

議によってこれを定める。 



 

－  － 
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 （社外監査役との責任限定契約） 

（新  設） 第34条 本会社は、社外監査役との間に、

会社法第427条第１項の規定によ

り、任務を怠ったことによる損害

賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる。但し、当該契約

に基づく賠償責任の限定額は、

120万円以上であらかじめ定めた

金額又は法令に定める金額のいず

れか高い額とする。 

  

第６章 計  算 第６章 計  算 

  

（決 算 期） （事業年度） 

第32条 本会社の営業年度は、毎年４月１

日から翌年３月31日までとし、そ

の末日をもって決算期とする。 

第35条 本会社の事業年度は、毎年４月１

日から翌年３月31日までの１年と

する。 

  

 （剰余金の配当等の決定機関） 

（新  設） 第36条 本会社は、剰余金の配当等会社法

第459条第１項各号に定める事項

については、法令に別段の定めの

ある場合を除き、取締役会の決議

により定める。 

  

（利益配当金） （剰余金の配当の基準日） 

第33条 利益配当金は、毎決算期の最終の

株主名簿に記載又は記録された株

主又は登録質権者にこれを支払

う。 

第37条 本会社の期末配当の基準日は、毎

年３月31日とする。 

（新  設） ２．本会社の中間配当の基準日は、毎

年９月30日とする。 

（新  設） ３．前２項のほか、基準日を定めて剰

余金の配当をすることができる。 



 

－  － 
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（中間配当）  

第34条 本会社は、毎年９月30日の最終の

株主名簿に記載又は記録された株

主又は登録質権者に対し、取締役

会の決議により、商法第293条ノ

５の規定による金銭の分配（「中

間配当」という。）を行うことが

できる。 

（削  除） 

  

（除斥期間） （除斥期間） 

第35条 利益配当金又は中間配当金が支払

開始の日から満３年を経過してな

お受領されないときは、本会社は

その支払の義務を免れる。 

第38条 配当財産が金銭である場合は、そ

の支払開始の日から満３年を経過

してなお受領されないときは、本

会社はその支払の義務を免れる。 

  

（附 則）  

２．第19条（任期）の規定にかかわら

ず平成16年６月29日開催の定時株

主総会において選任された取締役

の任期は、平成18年開催の定時株

主総会の終結の時までとする。

なお、本附則は平成18年開催の定

時株主総会の終結の時をもって削

除されるものとする。 

（削  除） 

 





 

－  － 
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番 

号 

候
補
者 

氏 名
(生年月日)

略 歴 お よ び 
他 の 会 社 の 代 表 状 況 

所有する当社 
の 株 式 数 

4 
藤 田  起

昭和21年 
１月10日生

平成12年４月 日本電気㈱光ネットワーク事業本部主席事

業主幹 

平成13年６月 ＮＥＣテレネットワークス㈱代表取締役執

行役員社長（現任） 

2,000株 

5 六 車  徹

昭和23年 
６月14日生

平成13年４月 日本電気㈱第三ソリューション営業事業本

部プロセス・ＣＰＧソリューション事業部

長 

平成14年４月 日本電気㈱東日本ソリューション営業事業

本部副事業本部長 

平成15年７月 日本電気㈱支配人 

平成16年10月 日本電気㈱東日本ソリューション営業事業

本部首都圏営業本部長 

平成17年４月 当社常務※ 兼地域事業本部長代理（現任）

平成17年６月 当社地域事業本部事業企画室長（現任） 

0株 

6 

今野幸四郎

昭和26年 
12月８日生

昭和45年４月 当社入社 

平成12年10月 当社ネットワーク事業本部システム事業部

長 

平成13年10月 当社ネットワーク事業本部ネットワークソ

リューション事業部長 

平成14年７月 当社執行役員※ 

平成15年６月 当社ネットワーク事業本部ネットワークエ

ンジニアリング事業部長 

平成15年７月 当社ネットワーク事業本部長代理兼ネット

ワーク事業本部事業企画室長 

平成16年４月 当社常務※兼ネットワーク事業本部長 

       （現任） 

平成18年４月 当社ネットワーク事業本部事業企画室長 

       （現任） 

1,100株 

(     )

(     )

(     )








